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(57)【要約】
【課題】  成膜時の熱によるメタルマスクの熱膨張を抑
えた。
【解決手段】  基板の一方の面側に磁性材料からなるマ
スクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態
で、パターン形成手段により基板の一方の面上にパター
ン形成を行うに際し、マスク又は磁化部材を取り付ける
取り付け部材として、内部に流路が形成されているもの
を用いるとともに、流路内部に冷却液を循環させること
により、上記マスクを冷却する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上にパターン形成を行うパターン形
成装置であって、
上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマス
クと、
上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、
上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパタ
ーン形成手段とを備え、
上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方は、内部
に流路が形成されている取り付け部材に取り付けられて
おり、
上記流路内部に冷却液を循環させる冷却液循環手段を備
えていることを特徴とするパターン形成装置。
【請求項２】  上記パターン形成手段が、真空蒸着によ
るものであることを特徴とする請求項１記載のパターン
形成装置。
【請求項３】  上記パターン形成手段が、スパッタリン
グ手段によるものであることを特徴とする請求項１記載
のパターン形成装置。
【請求項４】  上記パターン形成手段が、化学的気相成
長手段によるものであることを特徴とする請求項１記載
のパターン形成装置。
【請求項５】  上記パターン形成手段が、ドライエッチ
ングによるものであることを特徴とする請求項１記載の
パターン形成装置。
【請求項６】  基板の一方の面側に磁性材料からなるマ
スクを配し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態
で、パターン形成手段により当該基板の一方の面上にパ
ターン形成を行うに際し、
上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方を、内部
に流路が形成されている取り付け部材に取り付けるとと
もに、上記流路内部に冷却液を循環させることにより、
上記マスクを冷却することを特徴とするパターン形成方
法。
【請求項７】  真空蒸着法により、上記基板上にパター
ン形成を行うことを特徴とする請求項６記載のパターン
形成方法。
【請求項８】  スパッタリング法により、上記基板上に
パターン形成を行うことを特徴とする請求項６記載のパ
ターン形成方法。
【請求項９】  化学的気相成長法により、上記基板上に
パターン形成を行うことを特徴とする請求項６記載のパ
ターン形成方法。
【請求項１０】  ドライエッチング法により、上記基板
上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項６記載
のパターン形成方法。
【請求項１１】  基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸
送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形
成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発
光素子ディスプレイの製造装置であって、 *
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*上記基板の一方の面側に配され、磁性材料からなるマス
クと、
上記基板の他方の面側に配された磁化部材と、
上記基板のマスクが配された面と対向して配されたパタ
ーン形成手段とを備え、
上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方は、内部
に流路が形成されている取り付け部材に取り付けられて
おり、
上記流路内部に冷却液を循環させる冷却液循環手段を備
えていることを特徴とする有機電界発光素子ディスプレ
イの製造装置。
【請求項１２】  上記パターン形成手段が、真空蒸着に
よるものであることを特徴とする請求項１１記載の有機
電界発光素子ディスプレイの製造装置。
【請求項１３】  上記パターン形成手段が、スパッタリ
ング手段によるものであることを特徴とする請求項１１
記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。
【請求項１４】  上記パターン形成手段が、化学的気相
成長手段によるものであることを特徴とする請求項１１
記載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。
【請求項１５】  上記パターン形成手段が、ドライエッ
チングによるものであることを特徴とする請求項１１記
載の有機電界発光素子ディスプレイの製造装置。
【請求項１６】  基板上に、少なくとも陽極と、正孔輸
送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン形
成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界発
光素子ディスプレイの製造方法であって、
上記基板の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配
し、基板の他方の面に磁化部材を配した状態で、パター
ン形成手段により当該基板の一方の面上にパターン形成
を行うに際し、
上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方を、内部
に流路が形成されている取り付け部材に取り付けるとと
もに、上記流路内部に冷却液を循環させることにより、
上記マスクを冷却することを特徴とする有機電界発光素
子ディスプレイの製造方法。
【請求項１７】  真空蒸着法により、上記基板上にパタ
ーン形成を行うことを特徴とする請求項１６記載の有機
電界発光素子ディスプレイの製造方法。
【請求項１８】  スパッタリング法により、上記基板上
にパターン形成を行うことを特徴とする請求項１６記載
の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。
【請求項１９】  化学的気相成長法により、上記基板上
にパターン形成を行うことを特徴とする請求項１６記載
の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。
【請求項２０】  ドライエッチング法により、上記基板
上にパターン形成を行うことを特徴とする請求項１６記
載の有機電界発光素子ディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】本発明は、メタルマスクを用
いて、基板上にパターンを形成するパターン形成装置、
パターン形成方法、並びにそれらを用いた有機電界発光
素子ディスプレイの製造装置及び製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】各種ディスプレイに用いられる発光素子
として、近年、有機電界発光素子（以下、有機ＥＬ素子
と称する）が注目を集めている。この有機ＥＬ素子は、
透明基板上に陽極と、正孔輸送層及び発光層からなる有
機層と、陰極とがこの順に形成されて構成される。そし
て、有機ＥＬ素子では、陽極－陰極間に電圧が印加され
ると、発光層内で電子－正孔の再結合が生じ、この再結
合の際に、所定の波長を持った光が発生する。
【０００３】このような有機ＥＬ素子は、各層の構成材
料を基板上にパターン形成することにより製造される。
このとき、有機層の劣化の問題から、フォトリソグラフ
ィーによるパターン形成が不可能なため、基板上にマス
クを密着させた状態で成膜することにより直接パターン
を形成している。
【０００４】基板にマスクを密着させる方法としては、
例えば図１３に示すように、マスク取り付け部材１００
に取り付けられ、磁性体からなるメタルマスク１０１を
基板１０２の一方の面に設置し、この基板１０２の他方
の面に、永久磁石又は電磁石からなる磁化部材１０３を
設置する。そして、この磁化部材１０３によってメタル
マスク１０１を吸い付け、メタルマスク１０１を基板１
０２に密着させる方法が、特開平７－４５６６２号公報
に開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この方
法では、真空蒸着やスパッタリング等の成膜時やドライ
エッチング時の熱によりメタルマスク１０１が熱膨張で
延びた場合、図１４に示すようにメタルマスク１０１が
ゆがみ、基板１０２に対してメタルマスク１０１が部分
的に浮いてしまうという問題が発生する。
【０００６】具体的には、成膜でパターンを形成する場
合には、メタルマスク１０１が基板１０２から微小に浮
いた部分は成膜する粒子の回り込みによりパターンのエ
ッジがボケたり、パターンの寸法精度が損なわれるとい
った問題があった。特にパターンが微細になると、メタ
ルマスク１０１の製作上、メタルマスク１０１の厚さを
薄くせざるを得ず、メタルマスク１０１が歪みやすくな
るため、メタルマスク１０１の延びによる浮きの発生は
大きな問題となっていた。
【０００７】本発明は、このような従来の実情に鑑みて
提案されたものであり、成膜時の熱によるメタルマスク
の熱膨張を抑えたパターン形成装置、パターン形成方
法、並びにそれらを用いた有機電界発光素子ディスプレ
イの製造装置及び製造方法を提供することを目的とす
る。
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【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明のパターン形成装
置は、基板上にパターン形成を行うパターン形成装置で
あって、上記基板の一方の面側に配され、磁性材料から
なるマスクと、上記基板の他方の面側に配された磁化部
材と、上記基板のマスクが配された面と対向して配され
たパターン形成手段とを備える。そして、本発明のパタ
ーン形成装置は上記マスク又は上記磁化部材の少なくと
も一方は、内部に流路が形成されている取り付け部材に
取り付けられており、上記流路内部に冷却液を循環させ
る冷却液循環手段を備えていることを特徴とする。
【０００９】上述したような本発明に係るパターン形成
装置では、取り付け部材内部に形成された流路内部に、
冷却液循環手段によって冷却液を循環させ、この冷却液
によって上記マスクが冷却されて、パターン形成時の熱
によるマスクの熱膨張が防止される。
【００１０】また、本発明のパターン形成方法は、基板
の一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の
他方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段
により当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際
し、上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方を、
内部に流路が形成されている取り付け部材に取り付ける
とともに、上記流路内部に冷却液を循環させることによ
り、上記マスクを冷却することを特徴とする。
【００１１】上述したような本発明に係る本発明のパタ
ーン形成方法では、取り付け部材内部に形成された流路
内部を流れる冷却液によって上記マスクが冷却されるた
め、パターン形成時の熱によるマスクの熱膨張が防止さ
れる。
【００１２】また、本発明の有機電界発光素子ディスプ
レイの製造装置は、基板上に、少なくとも陽極と、正孔
輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン
形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界
発光素子ディスプレイの製造装置であって、上記基板の
一方の面側に配され、磁性材料からなるマスクと、上記
基板の他方の面側に配された磁化部材と、上記基板のマ
スクが配された面と対向して配されたパターン形成手段
とを備える。そして、本発明の有機電界発光素子ディス
プレイの製造装置は、上記マスク又は上記磁化部材の少
なくとも一方は、内部に流路が形成されている取り付け
部材に取り付けられており、上記流路内部に冷却液を循
環させる冷却液循環手段を備えていることを特徴とす
る。
【００１３】上述したような本発明に係る有機電界発光
素子ディスプレイの製造装置では、取り付け部材内部に
形成された流路内部に、冷却液循環手段によって冷却液
を循環させ、この冷却液によって上記マスクが冷却され
て、パターン形成時の熱によるマスクの熱膨張が防止さ
れる。
【００１４】また、本発明の有機電界発光素子ディスプ
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レイの製造方法は、基板上に、少なくとも陽極と、正孔
輸送層及び発光層からなる有機層と、陰極とをパターン
形成して有機電界発光素子ディスプレイとする有機電界
発光素子ディスプレイの製造方法であって、上記基板の
一方の面側に磁性材料からなるマスクを配し、基板の他
方の面に磁化部材を配した状態で、パターン形成手段に
より当該基板の一方の面上にパターン形成を行うに際
し、上記マスク又は上記磁化部材の少なくとも一方を、
内部に流路が形成されている取り付け部材に取り付ける
とともに、上記流路内部に冷却液を循環させることによ
り、上記マスクを冷却することを特徴とする。
【００１５】上述したような本発明に係る有機電界発光
素子ディスプレイの製造方法では、取り付け部材内部に
形成された流路内部を流れる冷却液によって上記マスク
が冷却されるため、パターン形成時の熱によるマスクの
熱膨張が防止される。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て説明する。
【００１７】本実施の形態に係るパターン形成装置１
は、図１に示すように、メタルマスク２を用いたパター
ン成膜により、基板３上に所定パターンを形成するもの
であり、磁性体からなるメタルマスク２を設置するマス
ク取り付けベース４と、磁力によりメタルマスク２を基
板３上に保持固定する磁化部材５と、成膜手段６とを備
える。
【００１８】メタルマスク２は、例えばＦｅとＮｉの合
金である４２アロイ（ＦｅＮｉ
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）や、ＦｅとＣｏの合

金をはじめとする種々の強磁性体材料からなる。その中
でも、基板３と熱膨張係数の近い材料を用いることが好
ましい。そして、このメタルマスク２には、基板３上に
形成するパターンに応じた形状の開口部が形成されてい
る。
【００１９】マスク取り付けベース４は、その外径がメ
タルマスク２の外形と略相似形で、当該メタルマスク２
よりも大きな中空筒状に形成されている。メタルマスク
２は、当該マスク取り付けベース４の中空部分４ａを覆
い塞ぐように、このマスク取り付けベース４に取り付け
られる。
【００２０】ここで、図１及び図２に示すように、本実
施の形態に係るパターン形成装置１では、マスク取り付
けベース４の内部に水路７が形成されている。後述する
ように、このパターン形成装置１では、成膜時に、水路
７の入水口７ａ及び排出口７ｂと接続された図示しない
冷却水循環器によって、この水路７の入水口７ａから冷
却水を流入し、排出口７ｂから冷却水を排出することに
よって、水路７に冷却水を循環させて、間接的にメタル
マスク２を冷却する。メタルマスク２を冷却すること
で、成膜時の熱によるメタルマスク２の熱膨張を抑え
て、安定して基板３上にパターンを形成することができ
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る。
【００２１】磁化部材５は永久磁石や電磁石等からな
り、図示しない保持機構によって基板３の上記メタルマ
スク２が配される面とは反対側に保持されている。この
保持機構によって、磁化部材５は、成膜時には基板３上
に密着して配される。また、成膜しない時には基板３と
は離された状態で配されることになる。
【００２２】成膜手段６としては、とくに限定されるも
のではなく、真空蒸着手段、スパッタリング手段、ＣＶ
Ｄ（化学的気相成長）手段等が挙げられる。図１中で
は、成膜手段６として真空蒸着手段を挙げている。
【００２３】なお、本発明は成膜のみに限定されず、メ
タルマスク２を用いて所定形状にパターンを形成するも
のであれば、メタルマスク２を用いて成膜しパターンを
形成する場合のほか、基板３の成膜した後にメタルマス
ク２を用いてドライエッチングすることによりパターン
を形成する場合にも適用される。
【００２４】そして、このようなパターン形成装置１を
用いて、基板３上に所定のパターン形成を行う場合に
は、まず始めにマスクアライメントを行う。
【００２５】このとき、磁化部材５は基板３から離して
おく。そしてマスク取り付けベース４上にメタルマスク
２を設置する。さらに基板３をマスク取り付けベース４
上に設置する。
【００２６】この状態で図示しないアライメント機構に
よって基板３の位置を調整し、メタルマスク２のパター
ンと基板３に既に作製されているパターンとの位置合わ
せ（マスクアライメント）を行う。
【００２７】マスクアライメントが終了したら、磁化部
材５を移動させ、基板３の上に磁化部材５を設置する。
すると、図３に示すように、磁性体材料からなるメタル
マスク２は、基板３を介した磁化部材５の磁気作用によ
って上方に引きつけられ、基板３の一方の面に貼り付く
ことになる。なお、図３及び後掲する図４及び図５で
は、パターン形成装置１のうち、マスク機構の部分のみ
を抜き出して示している。
【００２８】この状態で真空蒸着法等、上述したような
成膜法により成膜を行う。なお、基板３の全面に成膜し
た後、ドライエッチングによりパターンを形成する方法
でもよい。このとき、磁化部材５の磁気作用によって、
磁性材料からなるメタルマスク２はその全体が基板３に
密着されて基板３から浮き上がることがない。
【００２９】そして、このとき、本発明に係るパターン
形成装置１では、上記マスク取り付けベース４の内部に
形成された水路７に冷却水を通すことにより、マスク取
り付けベース４は冷却される。メタルマスク２は、マス
ク取り付けベース４に接しているため、熱伝導によりマ
スク取り付けベース４と同様に冷却される。この状態で
成膜を行い、メタルマスク２のパターンを基板３上に形
成する。成膜時には熱負荷が発生するが、メタルマスク
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２は冷却されているため熱膨張はほとんど発生せず、メ
タルマスク２のパターンをほとんどそのまま基板３上に
形成することができる。
【００３０】このように、成膜中に装置内部が高温にな
っても、メタルマスク２はマスク取り付けベース４の内
部を流れる冷却水によって冷却されているため、熱せら
れることはなく、熱膨張を起こさない。したがって、メ
タルマスク２の熱膨張による延びや歪みに起因する位置
ずれやぼけが発生することなく、安定して基板３上にパ
ターンを形成することができる。
【００３１】なお、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば図４に示すように、マスク取り付けベース
４に加えて、磁化部材５にも水路８を設けた水冷板９を
取り付けて、基板３の裏面からも冷却するようにしても
よい。
【００３２】また、図５に示すように、メタルマスク２
がマスク取り付けベース４に取り付けられ、マスク取り
付けベース４がさらに搬送テーブル１０の上に設置され
て、当該搬送テーブル１０を移動させながらパターン形
成を行うような構造の装置においては、搬送テーブル１
０に水路１１を設けてもよい。
【００３３】さらに、上述した実施の形態では、メタル
マスク２を冷却するための冷却液として水を用いたが、
本発明はこれに限定されるものではなく、水以外の流体
を冷却液として用いることもできる。
【００３４】そして、上述したようなパターン形成装置
１は、有機電界発光素子（以下、有機ＥＬ素子と称す
る）から構成された多数の画素を備えてなる有機ＥＬデ
ィスプレイを製造する際の製造装置として適用されると
きに、特に好適である。
【００３５】本発明を適用して製造される有機ＥＬディ
スプレイの一構成例を図６及び図７に示す。この有機Ｅ
Ｌディスプレイ２０は、透明基板２１上に、陽極となる
透明電極２２をストライプ状に形成し、さらに、正孔輸
送層と発光層とからなる有機層２３を透明電極２２と直
交するように形成し、有機層２３上に陰極２４を形成す
ることで、透明電極２２と陰極２４とが交差する位置に
それぞれ有機ＥＬ素子を形成してこれら有機ＥＬ素子を
縦横に配置した発光エリアＡを形成し、また、その周辺
部に、発光エリアを外部回路又は内部駆動回路に接続さ
せるための取り出し電極部Ｂを形成している。
【００３６】なお、図示しないものの、このような有機
ＥＬディスプレイ２０においては、通常、透明電極２２
間に絶縁層が設けられており、これによって透明電極２
２間の短絡、さらには透明電極２２と陰極２４との間の
短絡が防止されている。
【００３７】このような有機ＥＬディスプレイ２０にお
いて、透明電極２２と陰極２４とが交差する位置に構成
される有機ＥＬ素子としては、例えば図８に示すシング
ルヘテロ型の有機ＥＬ素子３０がある。この有機ＥＬ素
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子３０は、ガラス基板等の透明基板２１上にＩＴＯ（In
dium tin oxide）等の透明電極２２からなる陽極が設け
られ、その上に正孔輸送層２３ａ及び発光層２３ｂから
なる有機層２３、アルミニウム等からなる陰極２４が、
この順に設けられることにより構成されたものである。
【００３８】そして、このような構成のもとに有機ＥＬ
素子３０は、陽極に正の電圧、陰極２４に負の電圧が印
加されると、陽極から注入された正孔が正孔輸送層２３
ａを経て発光層２３ｂに、また陰極２４から注入された
電子が発光層２３ｂにそれぞれ到達し、発光層２３ｂ内
で電子－正孔の再結合が生じる。このとき、所定の波長
を持った光が発生し、図８中矢印で示すように透明基板
２１側から外に出射する。
【００３９】上述したような構成の有機ＥＬディスプレ
イ２０の製造方法の一例を以下に説明する。図９～図１
２は有機ＥＬディスプレイ２０の製造方法を順に説明す
るための要部側断面図であり、特に図７中のＣ－Ｃ線斜
視断面図である。
【００４０】まず、図９に示すように、透明基板２１上
に透明導電材料、例えばＩＴＯをパターン成膜すること
により、ストライプ状の透明電極２２を形成する。
【００４１】次に、これら透明電極２２を覆った状態で
透明基板２１上に絶縁材料を形成し、さらにこれをパタ
ーニングして図１０に示すように透明電極２２上に開口
部２５を有する絶縁膜２６を得る。次いで、真空蒸着に
よって透明基板２１上の全面に有機層２３用の有機材料
を成膜し、これにより図１１に示すように絶縁層上を覆
うと共に上記開口部２５においては透明基板２１上面に
当接する有機層２３を形成する。
【００４２】続いて、上記有機層２３上に導電材料を例
えば真空蒸着法によって成膜し、導電膜（図示略）を形
成する。その後、上記有機層２３と導電膜とを同じマス
クを用いて連続してパターニングし、図１２に示すよう
に、透明電極２２に直交するストライプ状の陰極２４、
及び有機層２３を積層した状態で並列して形成する。そ
して、陰極２４を覆って絶縁層（図示略）等を形成する
ことによって、図６及び図７に示したような有機ＥＬデ
ィスプレイ２０が得られる。
【００４３】有機ＥＬ素子を構成する各構成膜をパター
ニング形成する際に、上述したような本発明に係るパタ
ーン形成装置１を製造装置として用いれば、成膜中に装
置内部が高温になっても、メタルマスク２は冷却水によ
って冷却されているため、熱せられることはなく、熱膨
張を起こさない。
【００４４】したがって、メタルマスク２の熱膨張によ
る延びや歪みに起因する位置ずれやぼけが発生すること
なく、安定して基板３上にパターンを形成することがで
きる。したがって、本発明に係るパターン形成装置１を
有機ＥＬ素子の製造装置として用いて有機ＥＬ素子を製
造することで、パターンの位置ずれやぼけに起因する不
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良品の発生を低減して、製造歩留まりを向上することが
できる。
【００４５】なお、上述した例では、マトリクスタイプ
の有機ＥＬディスプレイ２０についての製造装置及び製
造方法を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定さ
れず、種々のディスプレイモジュールの製造装置及び製
造方法に適用することができる。
【００４６】
【発明の効果】本発明では、マスク又は磁化部材の取り
付け部材内部に流路を形成し、当該流路内部に冷却液を
流してマスクを冷却することで、パターン形成時に装置
内部が高温になっても、マスクは冷却されているため、
熱せられることはなく、熱膨張を起こさない。したがっ
て、マスクの熱膨張による延びや歪みに起因する位置ず
れやぼけが発生することなく、安定して基板上にパター
ンを形成することができる。そして、本発明は、有機Ｅ
Ｌ素子の製造に適用されるときに特に好適である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るパターン形成装置の一構成例を示
す断面図である。
【図２】図１に示されるマスク取り付けベースの内部に
水路が形成されている様子を示す平面図である。
【図３】図１に示されるマスク取り付けベースを用いて
成膜するときの様子を示す断面図である。
【図４】本発明に係るパターン形成装置の他の一構成例
を、マスク機構部分を抜きだして示す断面図である。
【図５】本発明に係るパターン形成装置の他の一構成例
を、マスク機構部分を抜きだして示す断面図である。 *
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*【図６】本発明を適用して製造される有機ＥＬディスプ
レイの一構成例を示す斜視図である。
【図７】本発明を適用して製造される有機ＥＬディスプ
レイの一構成例を示す平面図である。
【図８】図６及び図７に示す有機ＥＬディスプレイに採
用されている有機ＥＬ素子の一構成例を示す断面図であ
る。
【図９】有機ＥＬディスプレイの製造方法を説明する図
であり、透明基板上に透明電極をパターン形成した状態
を示す断面図である。
【図１０】有機ＥＬディスプレイの製造方法を説明する
図であり、透明電極上に絶縁膜をパターン形成した状態
を示す断面図である。
【図１１】有機ＥＬディスプレイの製造方法を説明する
図であり、絶縁層上に有機材料を成膜した状態を示す断
面図である。
【図１２】有機ＥＬディスプレイの製造方法を説明する
図であり、陰極及び有機層を積層した状態で並列して形
成した状態を示す断面図である。
【図１３】従来のパターン形成方法を説明する断面図で
ある。
【図１４】従来のパターン形成方法を説明する図であ
り、マスクが熱膨張した状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１  パターン形成装置、  ２  メタルマスク、  ３  基
板、  ４  マスク取り付けベース、  ５  磁化部材、  
６  成膜手段、  ７，８，９  水路

【図２】 【図３】

【図４】
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